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令和５年９月５日 
 

子供たちが主体的に学べる多様な学びの実現に向けた検討タスクフォース 
論点整理 

 
 
１． はじめに～検討の背景～ 
○グローバル化の進展や、AI・ロボティクスなどの分野における絶え間ない技術革新等により
社会の在り方は大きく、そして急速に変化しており、将来を予測することが困難な時代を
迎えている。こうした時代を生きていく子供たちにあっては、未知の場面や状況にあっても、
自ら課題を発見し、自分の強みを活かし、他者とも協働しながら、課題解決に向けて主
体的に判断し自らの考えを表現していく力が求められる。 

 
○こうした力を子供たちが身に付けるには、これまでの学校教育における学びの姿も進化し
ていかなくてはならない。 
平成 29 年・30 年に公示した現行の学習指導要領においては、「主体的・対話的で

深い学び」の視点からの授業改善を通じて、これからの時代に必要な資質・能力を子供
たちに育成していく旨を明らかにしている。 
また、学校における一人一台端末の導入も踏まえ、令和３年の中央教育審議会答

申 1においては、全ての子供たちの可能性を引き出す「個別最適な学び」と「協働的な学
び」を一体的に充実していくことの必要性が指摘されている。 

 
○一方、子供たちの状況に目を向けると、社会の変化の中で、その多様性が顕在化してき
ている。例えば、特別な支援を要する児童生徒や外国人児童生徒が増加しているほか、
学校になじめず不登校となっている小中学生の数が令和３年度時点で過去最高の 24
万人に及んでおり 2、子供たちの学習の進度や学び方の特性、その興味・関心も一人一
人の様子が大きく異なる状況にある。 

 
○これからの学校には、こうした多様な子供たちを受け止める柔軟で包摂的な教育課程を
編成していく事が求められているといえよう。 

 
○こうした中、既にいくつかの地方自治体や学校においては、教育課程の時程上の工夫を
行い学校に裁量の余地のある時間を生み出したり、いわゆる単元内自由進度学習を取
り入れたりする中で子供が自らの興味・関心等に応じて主体的に学ぶことができる時間を
設ける取組が行われているほか、午前と午後といった区切りで学びのスタイルを変え、子
供の実態にあった教育活動を実践する取組も行われるなど、様々な創意工夫ある実践
が生み出されてきている。 

 
1 「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して ～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現
～（答申）」（令和３年１月 26日 ） 

2 「令和３年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」（令和４年 10月 27日発表） 
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○今後は、こうした取組を全国に広げ、子供たちが自らの興味・関心に基づき、それぞれの
強みを伸ばしながら、主体的に学びを進めることができるよう、多様な子供たちが柔軟に
自らの学びを選択できる教育課程の弾力的な編成等を進めるための方策について検討
する必要がある。 

 
○このため、本タスクフォースを５回に渡って集中的に開催し、検討を進めてきた。 
本論点整理は、これまでのタスクフォースにおける検討の成果に基づいて、一人ひとりの子
供たちが主体的に学べる多様な学びを実現していくための論点をまとめ、今後どのように
展開していくべきか等について整理するものである。3 

 
 
２． 自らの興味・関心に応じた主体的な学びの取組の現状 
○現在各学校においては、文部科学省が定める教育課程の大綱的基準である学習指導
要領に基づき各教科等の目標・内容を定め、学校教育法施行規則に定める授業時数
（以下「年間の標準授業時数」という。）4を標準としつつ、地域や子供の実態に応じた
教育課程を編成・実施している。 

 
○こうした中で、子供たちが自らの興味・関心に応じた主体的な学びを展開できるよう、教
育課程編成に柔軟性を持たせた工夫を行う学校の事例が生まれてきている。その中には、
現行の学習指導要領の範囲内で取組を行っているものもあれば、教育課程の特例の制
度を活用して独自の取組を行っているものもあり、本タスクフォースにおいてはこれらの複
数の取組について具体的な状況・成果や課題についてヒアリングを行った。（取組の概
要は別紙１参照） 

 
○それぞれの取組はその開始の経緯や目的等が異なることから、取組の内容にも幅があり、
例えば以下のような視点で実践の多様性が見られた。 

 
① 年間授業時数の取扱いの考え方 
年間授業時数を減らさず標準授業時数を確保しつつ、１コマを 40 分に変えて
いくことで総コマ数を増やして独自の取組を行う時間を確保していくのか、それとも
年間授業時数を減らすことで独自の取組を行う時間を確保していくのか。 

 
② ターゲットとなる児童生徒の考え方 
全ての児童生徒を対象とした取組か、集団的な学びに困難を抱える不登校児
童生徒を対象とした取組か。 
 

 
3  なお、高等学校段階においては、現在においても入学する学校の選択や履修する科目などについて一定の選択の余地があること等に
鑑み、今回のタスクフォースにおいては義務教育段階に焦点化して検討を行った。 

4 標準授業時数の計算に当たっては、１コマ 45分を単位時間としている。 
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③ 時程上の工夫により生み出された時間の活用方法の考え方 
生み出された時間を、スキル学習や長い時間を必要とする学習活動など通常の
学習活動の延長として活用するのか、または児童生徒の関心に応じた主体的
な学びに活用するのか、それとも活用方法自体を学校の裁量に委ねるのか。 
 

④ 集団的・個別といった学習集団のサイズを午前午後でどのように変えるかの
考え方 
午前・午後といった時間帯に関わらず自由進度学習などの主体的・協働的な
学びを目指していくのか、それとも午前は児童生徒の負担の少ない通常授業を
個別支援しながら行い、午後に主体的・協働的な学びを配置するといった形で
午前・午後の役割を変えていくか。 

 
 
○取組を実施している教育委員会・学校のヒアリングでは、取組の多様性に応じて、様々
な効果や課題について報告されたところである。特に「学びの多様化学校」（いわゆる不
登校特例校）における取組については、既に集団による学びへの困難を一度経験して
いる児童生徒のみを対象にしてきめ細かな教育活動を展開しており、それを支える教職
員体制等も充実している実態があるなど、それ以外の小学校・中学校 5を対象とする場
合と比較して特異性が高いため、以下「学びの多様化学校」に係るものとそれ以外の小
学校・中学校について、それぞれ分けて成果・課題等を記載する。 

 
 
３． 取組から見える成果と課題 
○２．に記載したようなヒアリング対象の教育委員会・学校の各取組を基に、「学びの多
様化学校」とそれ以外の小学校・中学校それぞれにおける取組の成果と、実施に当たっ
ての課題をまとめると以下の通りである。 

 
（１）小学校・中学校における取組 

 
成果 
・児童の集中力の高い午前中のコマ数を増やすことで、児童の学習意欲が向上した 
・裁量のある時間が生まれることで教職員のカリキュラム・マネジメントへの意識が向上 
した 
・教職員の同僚性の高まりやコミュニケーションの円滑化が進んだ 
・ICT の効果的な活用により、授業をコンパクトに実施することが可能となった 
・研究開発学校における取組として、標準の単位授業時間から５分短縮した 40 分
授業で学習指導要領の内容を指導した上で、生み出された時間を効果的に活用し、
子供たちの多様な学びの機会を確保することができた 

 
5 義務教育学校を含む。 
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・児童が主体的に取り組む時間を設けることで、学力低位層の子供も上位層の子供
も集中して学習に取り組めるようになった 
・午前・午後という時間の区切りにメリハリを持たせることそのものより、自分で選択でき
る学びの時間を設けるということが、子供の意欲の向上に寄与した 

 
実施に当たっての課題 
・実際に不登校児童が減少する、学力が向上するなどの定量的な成果があったかにつ
いてはさらなる検証が必要である 
・児童の主体的な学びの環境を整えるために、教員の授業準備時間や打ち合わせ等
の時間確保が必要である 
・教員の意識改革が取組を進めるうえで不可欠である 
・教育委員会の導入段階における積極的なリーダーシップとその後の丁寧な伴走支援
が求められる。 
・賛成している保護者もいれば、新しい学びの形に戸惑う保護者もおり、理解を得る 
継続的な努力が必要である 
・効果が生まれるまでに蓄積が必要であり、継続的な実践の積み重ねが求められる 
・授業のコマ数を増やさずに 45 分の単位時間を 40 分にすることは現状では教育課
程の特例（研究開発学校）を用いないとできないが、特例を用いなくてもできるよう
にすべきではないか 
・教科間の時間割調整が難しいなどの事情から、中学校における実践事例が不足し
ている 

 
（２）特に「学びの多様化学校」における取組 

 
成果 
・子供たちの居場所を確保し、一人一人の子供たちの状況に配慮した教育課程を編
成したり、子供たちが自己決定・自己選択をする機会を設けたりすることなどを通じて、
子供たちの自己肯定感が向上するよう取り組むことで、原籍校では全欠席となってい
たような不登校児童生徒のほとんどが活力を取り戻し、希望の進路に進学をしている 
・午前中を３コマにして登校時間を遅らせることで、登校前に子供の状況を教職員間
で情報共有する時間が確保でき、より良い支援につながっている 

 
実施に当たっての課題 
・自分で選択できる講座学習の時間であっても、そういった時間が得意な子供と苦手
な子供がいることから、必ずしも出席率が上がるとは限らない 
・不登校の要因は多様であり、学校が楽しくないということに対しては教師の努力でな
んとかなるが、家庭が辛い・発達障害など本人の生きづらさ等に対しては福祉や医療
の役割も大きく、それらも見通した総合的な取組が必要 
・子供一人一人に応じた支援を実施していくためには教育課程編成や教職員の配置
に当たっての一層の工夫や、それに伴う関係者とのきめ細やかな調整が必要となる 
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・「学びの多様化学校」であってもそれ以外の小学校・中学校であっても、「～せねばな
らない」という教育観から脱却して教職員のマインドセットを変えていく必要がある 

 
４． 更なる展開に向けて 
○「はじめに」で述べたように、社会の変化の中で、全ての子供たちに自ら学びを調整しな
がら主体的に学んでいく機会を提供することの重要性は今後ますます増加することに
加え、上記２．３．で述べたように、既に一部自治体では特色ある取組が行われ一
定の成果が上がっている実態もあり、今後は、義務教育として共通に学ぶべきことを担
保しつつ、可能な限り児童生徒が興味・関心に応じて主体的に学ぶ時間を確保でき
るよう取り組んでいくことは重要であると考えられる。 

 
○しかしながら、全国の学校において、これらの取組を展開していくにあたっては、現状に
おいては文科省において把握している実践事例が少なく、効果的な取組や実施上の
課題への対応策についての知見が十分ではないことから、より広いバリエーションに基づ
き全国の学校が取組を導入することができるよう、好事例の把握や、新たな研究開発
を行っていく必要がある。 

 
○また、特に「学びの多様化学校」については、その特例も活用しつつ十年以上も運営し
てきている学校もあり、不登校児童生徒に寄り添う教育活動を展開する中で、自ずと
一人一人の子供に応じた効果的な学びの工夫が生まれてきていると考えられ、こうした
観点から「学びの多様化学校」の優れた取組を広く普及させていくことにただちに取り組
むことが重要と考えられる。 

 
○以上を踏まえると、今後、子供たちが自らの興味・関心に応じた主体的な学びを推進
する弾力的な教育課程の編成等を進めていくため、全ての学校を対象とした実践研
究を推進するとともに、「学びの多様化学校」での優良事例を普及していくことについて、
以下のような考え方で施策を講じていくことが求められる。 

 
（１）小学校・中学校を対象とした取組 
・子供が主体的に選択できる学習スタイルを授業に積極的に取り入れる取組 
・授業時数の工夫により生み出した時間を子供が主体的に選択できる学習に充てる 
取組 
・午前・午後といった時間の区切りを活用して、学習スタイルの効果的な切り替えや、
地域と連携した継続的かつ多様な活動の場の設定等を行う取組 
などといった観点からの効果的な教育課程編成等の取組を把握・分析し、好事例を
普及していくため、以下のような取組を通じて多様なモデル事例を収集・創出する。 
①現行の学習指導要領の下での事例の収集・分析・普及 
【令和 6年度新規概算要求】 

②研究開発学校制度等を通じた現行の学習指導要領によらない更なるモデル事
例の創出・分析 【令和 6年度に研究課題例として追加】 
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その際、これらの取組が子供たちの資質・能力の育成や学校生活へどのような影響を
与えたかについて様々なデータも活用しながら丁寧に把握・分析していくとともに、特に
不足している中学校の事例の発掘について留意する。 

 
○また、こうした成果を踏まえながら、次期学習指導要領改訂において、子供たちが 
主体的に学べる多様な学びを各学校においてより柔軟かつ効果的に実現できるよう、
どのような仕組みが考えられるかについて検討を進めていくことが求められる。 

 
（２）特に「学びの多様化学校」を対象とした取組 

特に「学びの多様化学校」について、既に取り組まれている事例を普及し、他の自
治体でも取り組みやすい環境を整えるとともに、設置に向けた取組の加速を図るため
以下の取組を実施する。 
① 「学びの多様化学校」における教育課程編成等の事例集の作成・普及 
② 「学びの多様化学校」の設置促進 

 
５． おわりに 
 
○今回のタスクフォースで検討した事例はあくまで全国の取組の一部に過ぎない可能性が
あり、今後新たな事例を蓄積していく中で、子供たちが主体的に学べる多様な学びを実
現する環境の在り方について、更に検討を続けていく必要がある。 

 
○激動の時代を生きる子供たちに、自ら考え、学び、主体的に思考・判断しながら自分ら
しく生きていく力を身につけさせてあげたい。こうした願いは教育に携わる関係者たちの間
で日に日に高まっており、まさに令和の日本型教育の目指す道であることは間違いない。
しかし、これまで我が国が長い時間をかけて作り上げてきた社会の教育観や、学校教育
の仕組みの中で、これまでの学校教育の形に適応し、従来の学力観や授業スタイルの中
で力を発揮し、安心を感じている児童生徒もいることも事実である。 

 
○こうした現実からも目を背けず、全ての子供たちが自分の強みを活かしながら主体的に学
べる環境の構築に向けて、多様性を包摂する柔軟な教育課程編成の在り方を研究し、
次期学習指導要領の改訂に活かしていくことが求められている。 

 
○また、多様な興味・関心を持つ子供たちが自分の強みを活かしながら主体的に学べる環
境を実現していくためには、学校と地域との連携により多様な大人や専門性のある人が
子供達に関わっていくことが不可欠であり、こうした点についても今後の取組の展開に際し
て、留意していくことが必要である。 

 
○多様な子供たちが自らの存在を前向きに受けとめ、笑顔で学校生活を送り、そしてたくま
しく激動の社会を生き抜いていく、そんな未来の実現に向け、今回の論点整理で掲げら
れた方策を着実に実行に移していくとともに、今後も継続して議論を深めていきたい。  
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タスクフォースにおいてヒアリングした取組の概要 
※取組の詳細については別紙４～６を参照 

 
①現行の学習指導要領の範囲内での取組 

～横浜市教育委員会、横浜市立奈良小学校～ 
・児童の集中力の高い午前中に 40分×５コマを行い、午後は 20分の学習タイムと４
０分の６コマ目を実施。１単位時間を45分→40分に変更するにあたっては、コマ数
を分に換算し、それを 20 分の学習タイムと 40 分の授業に再編成することで、年間の
標準授業時数を確保。 
・20 分の学習タイムは個々の状況に応じた漢字・計算などのスキル学習等を行うほか、
状況に応じて学習タイムと６コマ目を組み合わせて 60 分の学習時間を作り、総合的
な学習の時間における探究学習等に充てることによって、一人一人の子供の状況に応
じた取組を実施。 
・授業時間を 45分→40分にすることで増えた授業コマ数については、児童の実態や各
学級の状況に応じて教師がカリキュラム・マネジメントを行い、学習活動を展開。 

 
② 研究開発学校制度による特例を活用した事例 

～目黒区教育委員会、目黒区立中目黒小学校～ 
・研究開発学校として、授業のコマ数を増やさずに１単位時間を 45 分→40 分とする
教育課程の特例を実施(45分×1015 コマ→40分×1015 コマが標準時数)。 
・午前中に 40分×5 コマを実施。特例により生み出された時間（年間で 40分×127
コマ）のうち年間 35 コマ程度を、児童の興味・関心に応じた探究の時間（フリースタ
イルプロジェクト）や、多様な他者と関わる活動などの学校裁量の時間として設定。ま
た生み出された時間の一部は教員が教材研究や打合せに使える時間に充当。 
・こうした取組を契機に、子供一人一人に応じた教育の重要性の認識が教師の中に広
まり、午前中においても単元内自由進度学習を行うなど、生み出された時間のみなら
ず学校生活全体を通じて、児童の主体的な学びを重視した教育活動を展開。 
 

③ 「学びの多様化学校」による特例を活用した事例 
～八王子市教育委員会、八王子市立高尾山学園（小・中学部）～ 

・特例制度を活用し、年間授業時数を２割程度削減。午前中は 45 分×３コマ、午
後は１～２コマというゆとりのある教育課程を編成するとともに、火曜日と木曜日の午
後は「講座学習」として、スポーツや文化活動、ものづくりや学習など自らの興味・関心
に応じて選択できる体験的な学びの時間を設定。 
・朝が苦手な子供たちや集団生活が苦手な子供たちがいることから、午前中は通常授
業を行いつつ個々に支援する個別的な学びを、午後は講座学習などの主体的・協働
的な学びを重視して展開し、個々の児童生徒の意欲が１日にわたって持続するよう工
夫。 
・そのほかにも、教室以外の居場所（プレイルーム）を設けて授業中も含めて利用を自
由とするなど、子供たちの自己決定・選択を重視し、個々に合わせた支援を実施。  

別紙１ 
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子供たちが主体的に学べる多様な学びの実現に向けた検討タスクフォースの 

設置について 

 

令和５年８月８日 

文部科学大臣政務官決定 

 

１．設置の趣旨 

 

子供たちの実態が多様化する中で、子供たち一人一人に応じた教育を推進

することが求められている。 

このため時間的・空間的に多様な学びを可能とし、そうした中で一人一人

の子供たちが自らの興味・関心に基づき、それぞれの強みを生かしながら主

体的に学びを進めることができるようにすることが必要である。 

例えば、午前中は、集団での学びの中で、他者と協働して学ぶことの良さ

や強みを経験し、午後は自らの興味・関心に基づいた強みを伸ばしていくな

ど、柔軟に自らの学びを選択できるような教育課程の弾力的な編成を進める

ための方策について、必要な検討を行うためのタスクフォースを設置する。 

 

２．構成員 

 

 （座 長） 伊藤 孝江  文部科学大臣政務官 

 （メンバー）矢野 和彦  初等中等教育局長 

       松坂 浩史  大臣官房総務課長 

       滝波 泰   総合教育政策局政策課長 

常盤木 祐一 初等中等教育局教育課程課長 

伊藤 史恵  初等中等教育局児童生徒課長 

       千々岩 良英 初等中等教育局企画官 

 

３．検討事項 

 

 （１）子供たちが学びを主体的に進めることができるような教育課程の弾力

的な編成を推進するための方策について 

 （２）その他 

 

４．庶務 

 

  本タスクフォースに係る事務は、初等中等教育局教育課程課が、関係課の

協力を得て処理する。 

 

５．その他 

 

  必要に応じて上記２以外の関係者の参加を可能とする。 

  また本タスクフォースは、自由闊達な意見交換を促進する観点から、原則

非公開とし、とりまとめをもってその議論の成果等を示すものとする。 

別紙２ 
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タスクフォースの検討経過 

 

 

第１回 ＜８月８日＞ 

   ・ 関連資料の説明 

   ・ 意見交換 

  

第２回 ヒアリング① ＜８月２２日＞ 

   ・ 横浜市教育委員会、横浜市立奈良小学校ヒアリング 

   ・ 意見交換 

 

第３回 ヒアリング② ＜８月２４日＞ 

 ・ 目黒区教育委員会、目黒区立中目黒小学校ヒアリング 

・ 八王子市教育委員会、八王子市立高尾山学園（学びの多様化学校） 

ヒアリング 

   ・ 意見交換 

 

第４回 ＜８月２９日＞ 

・ 論点整理（骨子案）の提示 

・ 意見交換 

 
第５回 ＜９月４日＞ 

・ 論点整理（案）の提示 

・ 意見交換 

・ 座長一任 

 

別紙３ 
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不登校特例校　八王子市立
高尾山学園について

文部科学省の皆様

令和5年8月24日

2

子供にとって学校は？
安全で楽しい
頼れる教師がいる
仲間や友人がいる
成長と自己肯定感



先ずは家から出る 次に人との関わり そして学力へ

設立趣旨

•心理的、情緒的、ないしは何らかの社会的要因や背景
により、登校しないまたは登校したくてもできない児
童・生徒のための公立学校(廃小学校利用し2004年開校)

•状況に応じ一人ひとりの心の安定を図り適切な学習支
援と集団生活の中で人間関係をより良く保つ力を養う

•生きることへの自信(基礎学力と社会性)の獲得

3

今までにない不登校対策のため市長が決断

不登校とは

友達がいない 学習に向かない
様々な傷つき体験・教師不信

4

•心理的、情緒的、ないしは何らかの社会的要因や背景
により、登校しないまたは登校したくてもできない児
童・生徒で、病欠など以外で年間欠席日数が30日を越
える

学力不安 将来不安対人不安
児童生徒と保護者が抱える3つの不安



本校に通う児童・生徒像
１：学校が楽しくない

様々な対人不安(友人、教員、集団など)

学習不安、分布の両端　ソーシャルスキル誤学習
２：家庭の中がつらい

保護者力・養育力が必要な家庭
親子&兄弟関係、家庭内不和、生活が不安定
ゲーム・ネット依存、昼夜逆転

３：本人の生きづらさ
学習や運動の苦手さは未学習からなのか
情緒的不安   朝弱い  境界領域　強いこだわり

社会性・学力

福祉的支援

医療的支援

5

登校への支援策
様々な登校への施策

6

楽しい・嬉しい・美味しい

授業中の居場所(プレイルーム他)

講座や校外などで体験活動
充実した支援体制(ＴＴ、補助員他)

わかる楽しさ/知的好奇心/ICT

＋安心感と知的好奇心
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学習について

学活 読書 1～3校時 4校時 5校時 学活 清掃 クラブ 高尾T

月 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

火 〇 〇 〇 講座 講座 先 〇 〇

水 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

木 〇 〇 〇 講座 講座 先 〇 〇

金 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

補習体制

高尾タイム

習熟度別学習

時数軽減 ICT 体験講座

学習指導要領を基

児童生徒の共通理解 個に合わせてた支援

登校や授業を受けるペースはそれぞれ

成長を実感できる様々な仕掛／仕組づくり

登校を安定させるには
自己肯定感の醸成

8

わかった・できた・褒められた・協力＆完遂

家庭学習 行事体験
ペーパータワー イエローバルーン



地域の学校

高尾山学園の体制
登校支援室

(八王子市教委)

不登校
児童・生徒

適応指導教室
「やまゆり」

小学部 中学部

特別支援教室
「きよたき」

相談室
SC＋心理相談員

プレイルーム
(児童厚生員)

不

集団指導

個別指導

9

SSW
巡回/派遣

学校と市教委が連携した組織体制

転入までの流れ

やまゆり教室
本校の説明会は年2回

高尾山学園

• よりスムーズな転入 毎月(随時)転入

10

転入学審査会

見
学 ①見学体験

②学習体験
③生活体験

一定時間以上参加が条件

先ずは
次に

通
級

面
談

申
込



19年間の活動を通して

• ほとんどの児童生徒が元気に(登校率は平均で70%以上)

• 信頼できる友人　自信をつけて希望進路先へ

• 進学率は平均で97.5%以上

児童・生徒の変容

本校の取り組みで重要なことは

11

• 少人数指導と多くの教職員数が関わり支える

• 時数軽減　何事も強制しない(居場所づくり、自分のペースで)

• 情報共有の徹底　適応指導教室　特別支援教室

通常校でできる不登校支援

12

①“ねばならない”からの脱却
②徹底した情報共有
③少しだけ余裕をつくる
④関われる人を多くする

マインドを変える 人の声を拾う業務のスリム化

大人が楽しい学校は
子どたちも楽しい

Big Change
No Loneliness
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高尾山学園運営上の課題
児童生徒の変化

・不登校児童生徒の急増
・家庭などの様々な格差
・個性の多様化

社会の変化
・ネット社会
・Fスクール&特例校増加
・居場所の多様化

・不登校特例校向けの人事制度
・多くの大人が関わるための人件費
・教育と福祉と医療の連携のための体制&予算
・人材発掘と育成の仕組み
・増え続ける児童生徒数の受け入れ上限

13

原籍校での不登校を無くすための抜本的な対策は？

課題



円

円

円

円

円

円

円

円

令和5年（2023年）8月24日

八王子市教育委員会

予算総額

・校外活動等旅費

188,000

・大型バス・マイクロバス借り上げ料等

・校外学習　年６回

624,000

　支援・プレイルーム活動の補助

・学期ごとの任用　長期休業中は任用なし

・１日５．５時間勤務　週５日勤務 24,484,000

・修学旅行・校外学習(日帰り)・スキー教室

・学校長・引率教諭の指示のもと校外学習に

　おける補助を行う。

286,000

・児童生徒の相談・話し相手、学習・体験活動の

・児童生徒一人ひとりに応じた教科指導

・１日７．５時間 8:30～17:00　週４日勤務 14,632,000

・１名配置　教員免許資格　学童保育所経験有

・プレイルームにおける指導、プレイルーム企画

　事業の企画、運営

・１日７．５時間 8:30～17:00　週４日勤務

3,322,000
・１１名配置　教員免許資格有

・４名配置(中学教員免許資格)

令和5年度(2023年度)　高尾山学園　市費予算
61,921,000

(前年度比　3,795,000円増)

・４名配置(臨床心理士)

・登校支援チームの職員として、高尾山学園転学

　希望者の相談、アセスメント、高尾山学園児童

　生徒の相談など

・１日７．５時間 8:30～17:00　週４日勤務 18,385,000

子供たちが主体的に学べる多様な学びの実現に向けた検討タスクフォース(第3回）資料

心理相談員

(会計年度任用職員

専門職)

校外学習

付添員

バス借り上げ

旅費

非常勤講師

(会計年度任用職員

専門職)

プレイルーム指導員

(会計年度任用職員

専門職)

指導補助員

(会計年度任用職員

アシスタント職)
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